
実施します！

60歳以上の
皆さま 健 康 相 談 を

64歳～ 69歳の
社員と家族で、
継続的に服薬治療を
されている方

訪問面談 薬局面談

　お近くの薬局の薬剤師が、薬局にて服薬相
談を含めて実施します。
　対象者には、業務委託先の【メディアラー
ト】から事業案内と担当薬局に関するお知ら
せが送付され、その後、担当薬局にて日程を

ご予約いただきます。

　専門相談員（保健師・看護師・
管理栄養士）が、ご家庭や勤務
先などを訪問して実施します。
　対象者には、業務委託先【保健
支援センター】から事業案内と担
当相談員に関するお知らせが送付
され、その後、担当相談員から日
程調整の連絡をいたします。

～ 特定保健指導を必ずお受けください ～
健康診断の結果が要件に該当した方には、事業所を介して「特定保健指導」をご案内します。

ご自身とご家族のこ
●

れ
●

か
●

ら
●

のために、い
●

ま
●

健康を取り戻す機会として、必ずお受けください。

　熟年世代の方々は、定年や

再雇用の年齢延長などにより

継続して活躍を期待される一

方、カラダの変化が起きやす

い年代でもあります。

　これからも健やかで充実し

た日々をお過ごしになるため

の病気予防・重症化予防、ま

たは病気と上手くつき合いな

がら日常生活を過ごすための

一助となることを願い、専門

的な立場からお一人おひとり

に合わせた健康相談を『無料』

で実施します。

無料

60歳の社員
の方

※年齢は今年度 3 月 31 日現在

※訪問面談の対象者が特定保健指導の対象になった場合は、原則として「特定保健指導を優先」します。

無
料
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